
町からのお知らせ

日本国内に住む全ての人は、20歳になったら
国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務
づけられています。学生には在学中の保険料の納
付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
利用するには申請が必要です。
●学生納付特例の対象期間
　令和６年４月分～令和７年３月分
●必要書類
　学生であることを証明する書類（学生証、生徒
　手帳、在学証明書などの写し）
●ターンアラウンドハガキについて
　既に学生納付特例の承認を受けている人で、卒
業予定年月日を確認できている場合には、日本年
金機構から本人宛にハガキ形式の申請書（ターン
アラウンドハガキ）が毎年送付されます。必要事

項記入し、返送することで窓口に来訪することな
く申請できます。
　なお、ハガキが届かなかった人や学校を変更し
た人などは通常通り窓口での申請が必要です。　
●追納について
　過去に年金保険料の学生納付特例や申請免除な
どを受けた場合、全額納付した場合と比べて老齢
基礎年金が低額となります。このため、学生納付
特例などを受けた期間については、後から納付す
ることができます。

【お問い合わせ先】
　町住民生活課
　☎０９６ー２３４－１１１３（内線１０４）
　熊本東年金事務所
　☎０９６ー３６７－８１４４

国民年金保険料の学生納付特例制度
＼学生だから納付が大変、でも大丈夫／

ねんきん情報

令
和
６
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率

お
よ
び
賦
課
限
度
額
が
改
正
さ
れ
ま
す

■
国
保
税
の
税
率
が
変
わ
り
ま
す

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
る

人
を
除
き
、
町
内
に
住
所
が
あ
る
人
は
す
べ

て
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
国
民
健
康
保
険
税
に
は
上
限
が
設

け
ら
れ
て
お
り
、
所
得
が
多
い
世
帯
で
も
賦

課
限
度
額
ま
で
し
か
賦
課
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
前
年

の
所
得
と
被
保
険
者
数
に
よ
っ
て
、
均
等
割

と
平
等
割
が
軽
減
さ
れ
る
措
置
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
町
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定
方
法

①
被
保
険
者
が
支
払
う
医
療
費
の
財
源
と

な
る
「
医
療
給
付
費
分
」

②
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を

支
え
る
た
め
の
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
」

③
40
～
64
歳
の
人
が
加
入
す
る
介
護
保
険

制
度
を
支
え
る
た
め
の
財
源
と
な
る
「
介

護
納
付
金
分
」
の
合
計
が
年
税
額
と
な
り
ま

す
。
３
つ
の
保
険
税
は
さ
ら
に「
所
得
割
」「
均

等
割
」「
平
等
割
」の
合
計
で
算
出
さ
れ
ま
す
。

令
和
６
年
度
の
国
保
税
の
税
額
に
つ
い
て

は
、
６
月
中
旬
に
町
税
務
課
か
ら
納
税
通
知

書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

・
国
保
税
に
関
す
る
こ
と

町
税
務
課

☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
２

（
内
線
１
１
５
）

①医療給付費分 ②後期高齢者
支援金分

③介護納付金分
（40～64歳の人のみ）

所得割 8.8％ 2.9％ 2.68％

均等割
（一人につき） ３万円 １万円 １万８千円

平等割
（世帯ごと）

１世帯につき
２万２千円

１世帯につき
８千円 ―

賦課
限度額 65万円 24万円 17万円
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I n f o r m a t i o n

【お問い合わせ先】
町税務課　☎０９６ー２３４－１１１２（内線１１４）

令和６年度町税納期限のお知らせ
納付期限 固定資産税 軽自動車税 町民税

  （普通徴収）
国民健康保険税
（普通徴収） 口座振替日４期割 ※ 10期割

４月30日（火） 第１期 ４月30日（火）

５月31日（金） 全期 ５月28日（火）

７月１日（月） 第１期 第１期 第１期 ６月28日（金）

７月31日（水） 第２期 第２期 第２期 第２期 ７月29日（月）

９月２日（月） 第３期 第３期 第３期 ８月28日（水）

９月30日（月） 第４期 第４期 第４期 ９月30日（月）

10月31日（木） 第５期 第５期 第５期 10月28日（月）

12月２日（月） 第６期 第６期 第６期 11月28日（木）

12月20日（金） 第３期 第７期 第７期 第７期 12月18日（水）

１月31日（金） 第８期 第８期 第８期 １月28日（火）

２月28日（金） 第４期 第９期 第９期 第９期 ２月28日（金）

３月31日（月） 第10期 第10期 第10期 ３月28日（金）

※ 固定資産税（４期割）は、法人および町内に住所を有しない個人または共有名義の人が対象と
なります。

犬
を
飼
っ
て
い
る
人
へ

登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
ま
し
ょ
う

■
犬
を
飼
い
始
め
た
ら
登
録
が
必
要

狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
、
生
後
91
日
以
上

の
犬
を
飼
い
始
め
た
ら
、
30
日
以
内
に
登
録

と
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
る
こ
と
が
必
要

で
す
。
登
録
は
犬
の
生
涯
に
１
回
、
狂
犬
病

予
防
注
射
は
毎
年
１
回
受
け
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

犬
の
登
録
は
、
町
環
境
衛
生
課
（
甲
佐
町

水
道
管
理
セ
ン
タ
ー
内
）
で
行
え
ま
す
。

●
登
録
料

１
頭
に
つ
き
３
千
円

■
狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
、
毎
年
狂
犬
病

予
防
注
射
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

町
で
は
毎
年
春
と
秋
の
２
回
、
町
内
約
30

会
場
を
巡
回
し
て
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

最
寄
り
の
会
場
で
必
ず
登
録
と
注
射
を
受

け
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
都
合
で
行
け
な
か
っ

た
場
合
は
、
動
物
病
院
な
ど
で
注
射
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
に
は
そ

れ
ぞ
れ
手
数
料
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

動
物
病
院
な
ど
で
予
防
注
射
を
受
け
た
場
合

は
、
動
物
病
院
な
ど
に
注
射
代
を
お
支
払
い

く
だ
さ
い
。

■
春
の
狂
犬
病
予
防
注
射
を
実
施
し
ま
す

令
和
６
年
度
の
春
の
集
合
狂
犬
病
予
防
注

射
の
実
施
を
５
月
20
日
（
月
）
～
24
日
（
金
）、

26
日
（
日
）
に
予
定
し
て
い
ま
す
。
登
録
が

済
ん
で
い
る
犬
の
場
合
は
、
飼
い
主
に
対
し

て
お
知
ら
せ
と
問
診
票
を
送
付
し
ま
す
。
新

し
く
犬
を
飼
わ
れ
る
人
に
は
、
回
覧
な
ど
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

ま
た
、
狂
犬
病
予
防
注
射
は
動
物
病
院
な

ど
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
動
物
病
院

な
ど
で
予
防
注
射
を
受
け
た
場
合
は
、
環
境

衛
生
課
に
て
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
交
付
申

請
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
対
象

生
後
91
日
以
上
経
過
し
て
い
る
犬

■
犬
の
登
録
事
項
変
更
に
つ
い
て

犬
の
転
居
や
譲
渡
お
よ
び
犬
が
死
亡
し
た

と
き
な
ど
、
犬
の
登
録
事
項
に
変
更
が
生
じ

た
場
合
は
、
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ご
不
明
な
点
は
、
環
境
衛
生
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

町
環
境
衛
生
課

☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
６
９
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お
知
ら
せ

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
は

５
月
31
日
（
金
）
ま
で

身
体
や
知
的
・
精
神
な
ど
に
障
が
い
の

あ
る
人
が
所
有
し
、
身
体
障
が
い
者
な
ど

の
人
の
た
め
に
使
用
す
る
軽
自
動
車
に
つ

い
て
、
そ
の
障
が
い
の
程
度
や
軽
自
動
車

の
使
用
状
況
な
ど
が
一
定
の
要
件
を
満
た

す
場
合
、
申
請
に
よ
り
、
軽
自
動
車
税
種

別
割
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

こ
の
制
度
に
該
当
す
る
場
合
は
、
町
税

務
課
に
て
申
請
を
行
う
こ
と
に
よ
り
障
が

い
者
１
人
に
つ
き
、
１
台
の
み
軽
自
動
車

税
種
別
割
が
減
免
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

普
通
自
動
車
の
減
免
と
の
併
用
は
で
き
ま

せ
ん
。

▼
申
請
期
限

５
月
31
日
（
金
）

※
期
限
を
過
ぎ
て
の
申
請
は
受
け
付
け
て

い
ま
せ
ん
。

※
詳
し
く
は
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

町
税
務
課

☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
２

　
　
（
内
線
１
１
５
）

里
親
制
度
に
つ
い
て

お

尋

ね

く

だ

さ

い

そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
で
親
と
離
れ
て
暮
ら

す
子
ど
も
た
ち
を
自
分
の
家
庭
に
迎
え
入

れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
な
が

ら
養
育
す
る
の
が
「
里
親
制
度
」
で
す
。

熊
本
は
里
親
が
不
足
し
て
い
る
現
状
か

ら
、
多
く
の
方
に
里
親
制
度
に
つ
い
て

知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
窓
口
が
設
置
さ
れ

て
い
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

慈
愛
園
乳
児
ホ
ー
ム
養
育
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
き
ら
き
ら

☎
０
９
６
‐
３
８
３
‐
８
１
０
０

物
価
高
騰
対
策
重
点
支
援

給

付

金

の

ご

案

内

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
食
料
品
価
格
等
の
物
価

高
騰
に
よ
る
負
担
増
を
踏
ま
え
、
国
の
重

点
支
援
地
方
交
付
金
を
活
用
し
、
令
和
５

年
度(

令
和
４
年
中
の
収
入)

住
民
税
均

等
割
の
み
課
税
世
帯
に
対
し
て
、
１
世
帯

あ
た
り
10
万
円
の
給
付
を
実
施
し
ま
す
。

ま
た
、
低
所
得
者
の
子
育
て
世
帯
に
、
世

帯
内
で
扶
養
さ
れ
て
い
る
18
歳
以
下
の
子

ど
も
一
人
あ
た
り
５
万
円
を
支
給
し
ま
す
。

●
住
民
税
非
課
税
世
帯
へ
の
こ
ど
も
加
算

次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
世
帯
が
対

象
で
す
。

・
令
和
５
年
12
月
１
日
時
点
に
お
い
て
、

甲
佐
町
に
住
民
登
録
が
あ
る
こ
と

・
令
和
５
年
度
非
課
税
世
帯
へ
の
物
価
高

騰
重
点
支
援
給
付
金
の
支
給
対
象
と
な

る
世
帯

・
平
成
17
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

子
ど
も
が
含
ま
れ
る
世
帯

・
他
の
市
町
村
で
、
既
に
同
様
の
給
付
を

受
け
た
世
帯
で
な
い
こ
と

●
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
へ
の
給

付
金
（
こ
ど
も
加
算
含
む
）

次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
世
帯
が
対

象
で
す
。

・
令
和
５
年
12
月
１
日
時
点
に
お
い
て
、

甲
佐
町
に
住
民
登
録
が
あ
る
こ
と

・
世
帯
の
全
員
が
令
和
５
年
度
住
民
税
所

得
割
が
課
さ
れ
ず
、
う
ち
少
な
く
と
も

一
人
が
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
に
該

当
す
る
こ
と

・
世
帯
の
中
に
、
住
民
税
が
課
税
と
な
る

所
得
が
あ
る
の
に
未
申
告
で
あ
る
者
が

い
な
い
こ
と

・
他
の
市
町
村
で
、
既
に
同
様
の
給
付
を

受
け
た
世
帯
で
な
い
こ
と

※
詳
し
く
は
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

くらしの情報
  LOCAL NEWS ＆
  LOCAL INFORMATION

❖ イベント等の開催に関する詳細は
　 各問い合わせ先にご確認ください

お問い合わせ先一覧
❖ 甲佐町役場
　 096-234-1111（代表）

❖ 甲佐町保健福祉センター
　 096-235-8711

❖ 甲佐町教育委員会
　（町生涯学習センター）
　 096-234-2447

❖ 水道管理センター
　 096-234-0755

❖ 町民センター
　 096-234-2459

❖ 老人憩いの家
　（( 社 )甲佐町社会福祉協議会）
　 096-234-0423

❖ 御船町甲佐町衛生施設組合
　（クリーンセンター）
　 096-282-0688

❖ 上益城消防署
　 096-282-1955

❖ 御船警察署
　 096-282-1110

❖ 上益城広域連合
　 096-237-2891

❖ 県上益城地域振興局
　 096-282-2111（代表）

❖ 県御船保健所
　 096-282-0016

❖ 県庁
　 096-383-1111（代表）
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▼
お
問
い
合
わ
せ
先

町
福
祉
課

☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
４

　
　
（
内
線
１
４
３
）

町
で
は
、
１
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
な
ど

が
急
病
な
ど
の
緊
急
事
態
に
ボ
タ
ン
ひ
と

つ
で
通
報
で
き
る
、
緊
急
通
報
装
置
の
貸

し
出
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。
い
ざ
と
い
う

時
に
、
自
宅
に
設
置
し
た
装
置
か
ら
緊
急

通
報
セ
ン
タ
ー
に
連
絡
が
で
き
ま
す
。

▼
対
象
者

本
町
に
お
住
ま
い
の
65
歳
以
上
で
次
の

全
て
に
該
当
す
る
人

・
心
臓
疾
患
な
ど
の
緊
急
事
態
が
予
測
さ

れ
る
慢
性
疾
患
や
脳
血
管
疾
患
な
ど
の

人
、
も
し
く
は
転
倒
の
可
能
性
が
著
し

く
高
い
な
ど
の
理
由
で
日
常
生
活
上
注

意
を
要
す
る
状
態
で
あ
る
人

・
ひ
と
り
暮
ら
し
の
人
、
も
し
く
は
同
居

者
が
重
度
の
障
が
い
者
ま
た
は
要
介
護

者
で
あ
る
人

▼
利
用
料

・
月
額
５
０
０
円

※
別
途
、
装
置
の
電
池
交
換
費
用
が
発
生

し
ま
す
。

▼
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

町
福
祉
課

☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
４

　
　
（
内
線
１
４
６
）

令
和
６
年
度
の
熊
本
県
調
理
師
試
験
が

次
の
と
お
り
実
施
さ
れ
ま
す
。

▼
試
験
期
日

10
月
26
日
（
土
）

▼
試
験
会
場

熊
本
大
学

全
学
教
育
棟

（
熊
本
市
中
央
区
黒
髪
２
‐
40
‐
１
）

▼
受
験
資
格

中
学
校
卒
業
以
上
の
学
歴
を
持
ち
、
飲
食

店
や
給
食
施
設
な
ど
で
２
年
以
上
調
理
業

務
に
従
事
し
た
経
験
の
あ
る
人

▼
願
書
配
布

５
月
７
日
（
火
）
か
ら
県
保
健
所
や
県

健
康
づ
く
り
推
進
課
な
ど
で
配
布

▼
願
書
受
付

５
月
７
日
（
火
）
～
６
月
３
日
（
月
）

▼
提
出
先
・
お
問
い
合
わ
せ
先

（
公
社
）
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー

（
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町　
　
　

２
‐
８
‐
５
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
５
階
）

☎
０
３
‐
３
６
６
７
‐
１
８
１
５

町
で
は
、
災
害
な
ど
の
情
報
を
住
民
に
お

知
ら
せ
す
る
た
め
に
、
防
災
行
政
無
線
戸
別

受
信
機
の
設
置
を
す
す
め
て
い
ま
す
。

戸
別
受
信
機
を
設
置
し
て
い
な
い
家
庭
に

お
い
て
は
、
設
置
を
検
討
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

す
で
に
設
置
さ
れ
て
い
る
家
庭
に
お
い
て
は
、

音
が
途
切
れ
る
な
ど
の
不
具
合
の
確
認
を
お

願
い
し
ま
す
。

※
停
電
時
で
も
受
信
で
き
る
よ
う
、
乾
電

池
の
定
期
的
な
交
換
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

町
く
ら
し
安
全
推
進
室

☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
６
７

　
　
（
内
線
２
４
１
）

飼
っ
て
い
る
犬
や
猫
が
迷
子
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
時
は
、
保
護
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
次
の
と
こ
ろ
に
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

・
お
住
ま
い
の
管
轄
の
保
健
所

・
行
方
不
明
に
な
っ
た
場
所
に
近
い
保
健
所

・
最
寄
り
の
警
察
署

ま
た
、「
熊
本
県
動
物
愛
護
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」

で
は
、
保
護
さ
れ
た
犬
や
猫
の
情
報
を
検
索

で
き
る
ほ
か
、
飼
い
主
が
迷
子
情
報
（
犬
・

猫
）
を
登
録
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

県
健
康
危
機
管
理
課

☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
２
４
８

熊
本
県
調
理
師
試
験
の
ご
案
内

くらしの情報

町税などの滞納処分（３月分）

種　別 件数・金額など

捜 索 ０件

差し押さえ件数 ４件

公 売 回 数 ０回

公 売 件 数 ０件

滞納処分関連収入 191,000円

tax

事件・ 事 故 件 数

種　別 発生件数
３月 年累計

人 身 事 故 １ １

物 損 事 故 18 44

盗 難 な ど ０ ０

３月31日現在

traffic safety

出 動 火 災 件 数

種　別 発生件数 前年比較

家 屋 ３ ０

原 野 12 +２

そ の 他 13 +１

合 計 件 数 28 +３
４月15日現在（カッコ内は前年比較）

fire prevention

防
災
行
政
無
線
戸
別
受
信
機
を

設

置

し

ま

せ

ん

か

犬
や
猫
を
飼
っ
て
い
る
人
へ

在
宅
高
齢
者
緊
急
通
報

シ
ス
テ
ム
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
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お
知
ら
せ

町
の
防
災
情
報
を
お
届
け
し
ま
す

町
で
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
の
携
帯
電
話

の
メ
ー
ル
・
ア
プ
リ
機
能
を
活
用
し
て
、

安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
の
防
災
・
防
犯
な

ど
の
安
全
安
心
情
報
、
く
ら
し
に
役
立
つ

生
活
情
報
、
観
光
イ
ベ
ン
ト
情
報
な
ど
を

迅
速
、
正
確
に
お
知
ら
せ
す
る
メ
ー
ル
ア

プ
リ
シ
ス
テ
ム
「
こ
う
さ
情
報
た
し
か

め
ー
る
」
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

町
く
ら
し
安
全
推
進
室

☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
６
７

　
　
（
内
線
２
４
１
）

通

常

収

集

し

な

い

ご
み
の
収
集
に
つ
い
て

●
出
せ
る
ご
み
（
一
般
家
庭
の
も
の
）

タ
イ
ヤ
、
バ
イ
ク
、
ボ
イ
ラ
ー
、
バ
ッ

テ
リ
ー
、
風
呂
お
け
、
ガ
ラ
ス
戸
、
ア
ル

ミ
サ
ッ
シ
、
家
電
４
品
目
な
ど

※
運
搬
費
用
は
町
が
負
担
し
ま
す
が
、
処

理
費
用
は
個
人
負
担
で
す
。
家
庭
用
電

化
製
品
は
、
運
搬
費
、
処
理
料
、
郵
便

振
込
手
数
料
が
個
人
負
担
で
す
。

●
出
せ
な
い
ご
み

中
身
の
残
っ
た
「
ペ
ン
キ
缶
、
オ
イ
ル

缶
」、
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
ボ
ン
ベ
、
農
薬
、

消
火
器
、
パ
ソ
コ
ン
、
プ
リ
ン
タ
な
ど

※
処
理
の
方
法
は
、
購
入
先
な
ど
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
開
設
日
時

６
月
１
日
（
土
）・
12
月
８
日
（
日
）

午
前
８
時
30
分
～
午
前
11
時

▼
開
設
場
所

甲
佐
町
総
合
運
動
公
園
ヘ
リ
ポ
ー
ト

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

町
環
境
衛
生
課

☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
６
９　
　

高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
に
対
す
る

予
防
接
種
は
、
定
期
接
種(

Ｂ
類
疾
病)

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
接
種
を
希

望
す
る
場
合
は
、
決
め
ら
れ
た
期
間
内
に

接
種
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
対
象
者

・
65
歳
の
人

・
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
で
、
心
臓
、

腎
臓
ま
た
は
呼
吸
器
の
機
能
に
自
己
の

身
辺
の
日
常
生
活
活
動
が
極
度
に
制
限

さ
れ
る
程
度
の
障
が
い
を
有
す
る
人
お

よ
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り

免
疫
の
機
能
に
日
常
生
活
が
ほ
と
ん
ど
不

可
能
な
程
度
の
障
が
い
を
有
す
る
人

▼
接
種
回
数

１
回
※
定
期
接
種
と
し
て
の
接
種
は
１

人
１
回
の
み
で
す
。

▼
接
種
費
用

４
，
０
８
０
円

※
町
外
契
約
医
療
機
関
で
接
種
す
る
場
合

は
４
，
２
８
０
円
と
な
り
ま
す
。

▼
接
種
期
間

・
65
歳
の
誕
生
日
か
ら
66
歳
の
誕
生
日
前

日
ま
で

※
接
種
期
間
外
に
接
種
し
た
場
合
の
接
種

費
用
は
全
額
個
人
負
担
と
な
り
ま
す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
接
種
方
法
に
つ
い
て

・
町
内
の
医
療
機
関
で
接
種
す
る
場
合

医
療
機
関
に
直
接
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

・
町
外
の
医
療
機
関
で
接
種
す
る
場
合

接
種
を
希
望
す
る
医
療
機
関
が
予
防
接

種
広
域
化
業
務
を
受
託
し
て
い
る
か
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
医
療
機
関
ま
た
は
町
健
康
推
進
課
へ
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
予
診

票
は
接
種
前
に
交
付
申
請
が
必
要
で
す
。

町
健
康
推
進
課
の
窓
口
で
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
接
種
後
の
手
続
き
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。

予
防
接
種
広
域
化
業
務
を
受
託
し
て
い

な
い
医
療
機
関
で
接
種
し
た
場
合
は
任

意
接
種
と
な
り
、
費
用
は
全
額
個
人
負

担
と
な
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

町
健
康
推
進
課

☎
０
９
６
‐
２
３
５
‐
８
７
１
１

「
く
ま
も
と
の
地
下
水
を
育
む

募
金
箱
」
の
設
置
に
つ
い
て

公
益
財
団
法
人
く
ま
も
と
地
下
水
財
団

は
、
熊
本
地
域
の
宝
で
あ
る
地
下
水
の
保

全
事
業
を
展
開
す
る
公
的
な
団
体
で
す
。

財
団
で
は
、
活
動
の
周
知
と
啓
発
を
図
り
、

財
源
を
広
く
募
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

「
く
ま
も
と
の
地
下
水
を
育
む
募
金
箱
」

を
各
地
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

令
和
５
年
度
は
財
団
全
体
で
６
万
７
７

８
４
円
の
募
金
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
寄

せ
ら
れ
た
募
金
は
、
森
の
保
全
や
冬
場
の

水
田
へ
の
水
張
り
な
ど
の
地
下
水
保
全
事

業
に
活
用
さ
れ
ま
す
。
か
け
が
え
の
な
い

熊
本
の
地
下
水
を
次
の
世
代
に
つ
な
ぐ
活

動
に
ご
支
援
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
設
置
場
所

町
会
計
課
窓
口(

役
場
庁
舎
内)

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

公
益
財
団
法
人
く
ま
も
と
地
下
水
財
団

☎
０
９
６
‐
２
２
７
‐
６
６
７
８

甲
種
防
火
管
理
資
格
取
得

講
習
会
の
実
施
に
つ
い
て

上
益
城
消
防
組
合
で
は
、
甲
種
防
火
管

理
者
取
得
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
実
施
日
程

令
和
６
年
度
高
齢
者
の
肺
炎
球
菌

感
染
症
予
防
接
種
に
つ
い
て

20広報 こうさ 2024.5



６
月
27
日
（
木
）
午
前
９
時
～
午
後
５
時

６
月
28
日
（
金
）
午
前
９
時
～
正
午

▼
受
講
場
所

上
益
城
消
防
組
合
消
防
本
部

▼
受
講
申
込
期
間

５
月
20
日
（
月
）
～
５
月
31
日
（
金
）

▼
定
員

先
着
35
名

▼
受
講
料

４
，
０
０
０
円

※
詳
細
は
、
上
益
城
消
防
本
部
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

上
益
城
消
防
組
合
消
防
本
部
予
防
指
導
課

☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
１
９
６
３

繫
殖
期
の
野
鳥
保
護
お
よ
び

指
導
取
締
強
化
月
間
に
つ
い
て

県
で
は
、
５
月
10
日
（
金
）
か
ら
の
１

カ
月
間
を
野
鳥
保
護
指
導
取
締
強
化
月
間

と
定
め
、
野
鳥
の
違
法
捕
獲
な
ど
の
防
止

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

野
生
鳥
獣
な
ど
は
、
そ
の
保
護
や
狩
猟

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
、
原
則

と
し
て
捕
獲
、
殺
傷
、
採
取
が
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

メ
ジ
ロ
な
ど
を
愛
が
ん
飼
養
目
的
で
捕

獲
す
る
こ
と
も
原
則
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

県
央
広
域
本
部
上
益
城
地
域
振
興
局

林
務
課

☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
０
１
４
２

農
薬
空
容
器
は
、
産
業
廃
棄
物
で
あ
り
、

野
焼
き
や
不
法
投
棄
が
法
律
で
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
処
分
す
る
た
め
に
は
、
専

門
の
廃
棄
物
処
理
業
者
に
処
理
を
委
託

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
Ｊ
Ａ
・
経
済

連
と
農
薬
卸
業
者
・
販
売
店
が
連
携
し
、

各
Ｊ
Ａ
が
回
収
日
時
・
場
所
を
設
定
し
、

専
門
業
者
に
一
括
し
て
処
理
を
委
託
し

て
い
ま
す
。

回
収
に
関
す
る
日
時
、
場
所
、
方
法

お
よ
び
費
用
な
ど
の
情
報
に
つ
い
て
は

最
寄
り
の
Ｊ
Ａ
ま
た
は
熊
本
県
農
業
技

術
課
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

県
農
業
技
術
課

☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
３
８
１

特
殊
肥
料
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い
る

椿
油
粕
は
、
害
虫
の
駆
除
目
的
で
使
用

す
る
と
農
薬
取
締
法
違
反
と
な
り
ま
す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

県
農
業
技
術
課

☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
３
８
１

募
集

第
36
回
熊
本
県
シ
ニ
ア

作

品

展

作

品

募

集

第
36
回
熊
本
県
シ
ニ
ア
作
品
展
は
、
高

齢
者
が
創
作
活
動
を
発
表
す
る
場
を
設
け

る
こ
と
に
よ
り
、
高
齢
者
の
文
化
活
動
促

進
と
、
生
き
が
い
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
開
催
さ
れ
ま
す
。

▼
出
品
部
門

日
本
画
、
洋
画
、
写
真
、
書
、
彫
刻
、

工
芸

▼
出
品
資
格

令
和
7
年
4
月
1
日
時
点
で
60
歳
以
上

（
昭
和
40
年
4
月
1
日
以
前
に
お
生
ま
れ

の
人
）
で
あ
る
県
内
在
住
の
ア
マ
チ
ュ
ア

▼
出
品
料

１
点
に
つ
き
１
千
円

▼
募
集
期
間

４
月
１
日
（
月
）
～
６
月
21
日
（
金
）

▼
申
込
方
法

町
福
祉
課
窓
口
な
ど
に
置
い
て
あ
る

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
財
団
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

（
一
財
）
熊
本
さ
わ
や
か
長
寿
財
団

☎
０
９
６
‐
３
５
４
‐
３
０
８
３

く
ら
し
安
全

「
電
話
で
『
お
金
詐
欺
』」
に　
　

注

意

！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
警
察
官
や
役
場
職
員
、
銀
行
員
、

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
職
員
な
ど
を
名
乗
る
者

か
ら
の
電
話
で
次
の
よ
う
な
「
お
金
」
の

話
が
出
た
ら
詐
欺
だ
と
疑
い
、
家
族
や
警

察
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

・
保
険
料
な
ど
の
過
払
い
金
が
あ
る

・
金
融
機
関
と
連
携
し
て
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
還
付

金
の
手
続
き
を
す
る

・
サ
イ
ト
の
未
納
料
金
が
あ
り
、
解
約
す

る
に
は
コ
ン
ビ
ニ
で
電
子
マ
ネ
ー
カ
ー

ド
を
購
入
す
る
必
要
が
あ
る

・
パ
ソ
コ
ン
の
ウ
イ
ル
ス
感
染
修
理
代
金

は
電
子
マ
ネ
ー
カ
ー
ド
で
支
払
う
よ
う

に
案
内
さ
れ
る

・
友
人
が
お
金
を
受
け
取
り
に
行
く

ま
た
、
電
話
で
指
示
さ
れ
る
ま
ま
、
Ａ

Ｔ
Ｍ
を
操
作
す
る
の
は
危
険
で
す
。
個
人

情
報
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
暗
証
番
号

も
教
え
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

詐
欺
の
被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
、
落
ち
着

い
て
電
話
の
内
容
を
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク

し
ま
し
ょ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

御
船
地
区
防
犯
協
会
連
合
会

☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
１
１
１
０

くらしの情報

農
薬
の
空
容
器
や
不
要
な
農
薬
は

適
正
に
処
理
し
ま
し
ょ
う

特
殊
肥
料
「
椿
油
粕
」
に
つ
い
て
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